
大田市告示第１７５号  

 

大田市文化・スポーツ大会等出場者ＰＣＲ検査費用補助金交付要綱

を次のように定める。  

 

令和３年９月３０日  

大田市長  楫  野  弘  和    

 

大田市文化・スポーツ大会等出場者ＰＣＲ検査費用補助金交

付要綱  

（目的）  

第１条  この要綱は、文化及びスポーツの全国大会等への出場しやす

い環境を確保するとともに、新型コロナウイルス感染症が拡大する

状況下において、新型インフルエンザ等対策特別措置法（平成２４

年法律第３１号）に基づく緊急事態宣言地域（地方自治体が独自に

準ずる宣言を行った地域を含む。以下「緊急事態宣言地域」という。）

で開催される大会の出場者のＰＣＲ検査費用補助金（以下「補助金」

という。）を交付することにより、感染への不安軽減と健康管理を

図ることを目的とし、その交付については、大田市補助金等交付規

則（平成１７年大田市規則第４５号）に規定するもののほか、この

要綱に定めるところによる。  

（補助対象者）  

第２条  補助金の交付対象となる者は、次の各号のすべてに該当する

者とする。  

(１) 緊急事態宣言地域で開催される大田市文化・スポーツ大会等

出場激励金交付要綱（平成３０年大田市告示第１３号）第２条に

定める大会（以下「大会」という。）に出場した（出場するため

に現地に赴いた場合を含む。以下同じ。）個人又は団体等に属す

る者。ただし、出場した者が高校生以下の場合は随行者１名（団

体の場合は１団体につき随行者１名）を含む。  

(２ ) 大田市内に住所を有する者又は大田市内に活動の本拠地を

有する団体に属する者  

(３) 第１号に規定する大会出場後、自主的にＰＣＲ検査を実施す



る者  

２ 前項の規定にかかわらず、大会に出場した大田市出身者で、市長

が特に必要と認めた場合は、補助金を交付することができる。  

（補助金額等）  

第３条  補助金の額は、１つの大会につき１回までのＰＣＲ検査の実

施に係る費用（検体の郵送にかかる費用を除く。）の２分の１以内

（百円未満の端数は切り捨て）とし、一人当たり１万円を上限とす

る。  

（補助金の交付）  

第４条  補助金は、ＰＣＲ検査を実施した者に対し交付するものとす

る。ただし、高校生以下の場合は保護者に交付する。  

（交付申請）  

第５条  補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）

は、大田市文化・スポーツ大会等出場者ＰＣＲ検査費用補助金交付

申請書（様式第１号。以下「申請書」という。）を市長に提出しな

ければならない。  

２ 申請書の提出にあたっては、市長が別に定める書類等を添付する

ものとする。  

（交付決定及び補助金の確定）  

第６条  市長は、前条に規定する申請書の提出があったときは、その

内容を審査し、適当であると認めるときは、大田市文化・スポーツ

大会等出場者ＰＣＲ検査費用補助金交付決定及び補助金確定通知

書（様式第２号）により申請者に通知するものとする。  

（交付請求）  

第７条  申請者は、前条の通知を受けた後、速やかに大田市文化・ス

ポーツ大会等出場者ＰＣＲ検査費用補助金請求書（様式第３号）に

より市長へ補助金を請求するものとする。  

（補助金の交付）  

第８条  市長は、前条に規定する請求があった場合は、速やかに補助

金を交付するものとする。  

（補助金の返還等）  

第９条  市長は、補助金の交付の決定を受けた者が、次の各号のいず

れかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定を取り消し、



又は既に交付した補助金の全部又は一部を返還させるものする。  

(１) 不正又は虚偽の手段により補助金の交付を受けたとき。  

(２) この要綱の規定に違反したとき。  

(３) その他補助金の交付が適当でないと認めたとき。  

（その他）  

第１０条  この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に

定める。  

 

附 則  

１ この告示は、令和３年９月３０日から施行し、令和３年９月１日

から適用する。  

２ この告示は、令和４年３月３１日限り、その効力を失う。ただし、

同日までに交付した補助金については、なおその効力を有する。  

 



様式第１号(第５条関係) 

 

大田市文化・スポーツ大会等出場者ＰＣＲ検査費用補助金交付申請書  

 

  年  月  日  

 

大田市長   様  

 

申請者 住所  

氏名又は団体名  

（電話番号          ）  

 

 

大田市文化・スポーツ大会等出場者 PCR検査費用補助金の交付を受けたいの

で、大田市文化・スポーツ大会等出場者PCR検査費用補助金交付要綱第５条の規

定に基づき、下記のとおり申請します。  

 

記 

 

１．大会の概要  

大 会 名 称  

種 目 等  

開 催 地  

日 程 令和  年  月  日 ～  令和   年  月   日  

出場者氏名  （団体名：         ）  

目 的 出場  ／  随行  

※随行は、出場者が高校生以下の場合にのみ該当。  

 

２．ＰＣＲ検査費用及び補助金交付申請額  

検 査 費 用 円 

申 請 額 円 

※申請額は、検査費用の１／２以内とし、１万円を上限とする（百円未満の

端数については切り捨て）。  



５．誓約事項  

□ 本申請書の記載内容に虚偽はありません。  

□ 大田市文化・スポーツ大会等出場者ＰＣＲ検査費用補助金交付要綱及び大田

市補助金等交付規則の規定を順守します。  

□ 本申請は、いたずらに感染の有無を確認するものではなく、大会への出場に

伴う感染への不安軽減と健康管理を目的に行うものです。  

□ この度の検査結果が陽性だった場合は、速やかに居住地を所管する保健所へ

その旨を報告し、その指示を仰ぎます。  

□ この度の検査結果が陰性であった場合でも、引き続きマスクの着用、手指の

消毒、健康チェック等、感染症予防の実践に努めます。  

□ 不正又は虚偽の手段により補助金の交付を受けた時や、大田市文化・スポー

ツ大会等出場者ＰＣＲ検査費用補助金交付要綱の規定に違反したとき、市長

が補助金の交付が適当でないと認めた場合は、補助金の全額または一部を返

還します。  

□ 市長が補助事業実施に関して調査を実施する場合、証拠書類の提出等、調査

に協力します。  

 

６．添付書類  

・補助対象経費に係る領収書の写し  

・その他市長が必要と認める書類  

 



様式第２号（第６条関係）  

第     号  

年  月   日  

 

    様  

 

 

大田市長       印  

 

 

大田市文化・スポーツ大会等出場者ＰＣＲ検査費用  

補助金交付決定及び補助金確定通知書  

 

    年  月  日付けで申請のありました大田市文化・スポーツ大会等出

場者ＰＣＲ検査費用補助金の交付について、下記のとおり交付の決定及び補助金額

の確定をしましたので、大田市文化・スポーツ大会等出場者ＰＣＲ検査費用補助金

交付要綱第６条の規定により通知します。 

 

 

記 

 

 

補助金額  円 

 



様式第３号(第７条関係) 

 

大田市文化・スポーツ大会等出場者ＰＣＲ検査費用補助金交付請求書  

 

年  月   日  

 

大田市長   様  

 

申請者 住所  

氏名           印  

（電話番号        ）  

 

 

    年   月   日付け   第   号をもって交付決定並びに確定のあり

ました大田市文化・スポーツ大会等出場者ＰＣＲ検査費用補助金について、大田市

文化・スポーツ大会等出場者ＰＣＲ検査費用補助金交付要綱第７条の規定により次

のとおり請求します。  

 

記 

 

１．補助金請求額       金            円 

 

 

２．振込依頼口座  

金融機関名   支店名   

口座種別  □普通  □当座  口座番号   

フリガナ   

口座名義   

 


